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【はじめに】

　本書は、平成21年３月期における当社の会社概要、営業の状況及び経理の状況につ

いて記載したものです。

【主な記載項目について】

　１．会社の概況

　「会社の沿革」　当社の設立から現在までの沿革を記載しています。

　「会社の目的」　定款に記載された当社の目的を記載しています。

　「事業の内容」　当社の経営組織、事業の内容について記載しています。

　「財務の概要」　平成21年３月期における資本金、純資産額、営業収益、経常利益

　　　　　　　　　等の主要な財務指標について記載しています。

　「主要株主名」　所有株式数の多い株主10名の氏名、所有株式数等を記載していま

　　　　　　　　　す。

　「役員の状況」　当社の役員の氏名、主要略歴等を記載しています。

　「従業員の状況」　当社の社員数、登録外務員数等を記載しています。

　２．営業の状況

　「営業方針」　　当社の営業方針、企業の特色等について記載しています。

　「当社及び当業界を取巻く環境」　内外の経済の状況、商品先物取引業界の動向等

　　　　　　　　　　　　　　　　　について記載しています。

　「営業の経過及び成果」　当社の平成20年度における業績について記載しています。

　「対処すべき課題」　当社が対応すべき今後の課題等について記載しています。

　「受託業務管理規則」　当社が受託業務の適切な遂行のために定めている社内管理

　　　　　　　　　　　　規則を記載しています。

　３．経理の状況

　「財務比率」

　　（a）純資産額規制比率

　　　　　　　　　　　　　純資産額（＊）

×１００

　　　　　　　　　　　　　リスク額（＊）
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　　　　（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第４項において準用する同法第

　　　　99条第7項に基づく商品取引所法施行規則（以下、「施行規則」という。）第

　　　　38条の規定により算出したものです。また、「リスク額」には、商品市場に

　　　　おける自己の計算による取引であって、決済を結了していないものについて

　　　　の価格変動等により発生し得る危険に対応する額（「市場リスク」という。）

　　　　と、商品市場における取引の相手方の契約不履行等により発生し得る危険に

　　　　対応する額（「取引先リスク」）という。）とがあり、同法第211条第１項に

　　　　基づく施行規則第99条の規定により算出したものです。）　　　　

　　　　　「純資産額規制比率」とは、純資産額の、商品市場において行う取引につ

　　　　き生ずる相場の変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額として

　　　　施行規則で定めるところにより算出した額に対する比率であり、これが高い

　　　　ほどリスクに対する余裕があると言えます。

　　（b）純資産額資本金比率

　　　　　　　　　　　　　純資産額（＊）
×１００

　　　　　　　　　　　　　資本金額

　 　　（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第４項以外において準用する同

法第99条第７項に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記　　　　法第99条第７項に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記

　 　　（a）の純資産額とは計算が異なります。）

　　　　　資本金に対する純資産の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定し

　　　　ていると言えます。

　　（c）自己資本資本金比率

　　　　　　　　　　　　　　自己資本
×１００

　　　　　　　　　　　　　　資本金額 

　　　　　資本金に対する取崩し可能な資本を含む自己資本の割合をみるもので、比

　　　　率が高いほど経営が安定していると言えます。

　　（d）自己資本比率

　　　　　　　　　　　　　　自己資本
×１００

　　　　　　　　　　　　　　総資産額

　　　　　総資産に占める自己資本の割合をみるもので、比率が高いほど経営が安定

　　　　していると言えます。
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　　（e）修正自己資本比率

　　　　　　　　　　　　　　自己資本

×１００

　　　　　　　　　　　　　総資産額（＊）

　　　　（＊「純資産額」とは、委託者に係る㈱日本商品清算機構又は商品取引所へ

　　　　の預託金額と預託必要額のいずれか小さい金額及び委託者債権の保全制度に

　　　　基づいて拘束されている資産の額を除いたものです。）

　　　　　上記の方法で算出された総資産額は実質的に事業資金として使用できない

　　　　ことから、これらの預託額を控除した総資産に占める自己資本の割合をみた

　　　　ものです。

　　（f）負債比率

 　　　　　　　　　　　　　負債合計額
×１００

　　　　　　　　　　　　　純資産額（＊）

　　　　（＊「純資産額」とは、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同

　　　　法第99条第７項に基づく施行規則第38条の規定により算出したもので、上記

　　 　（a）の純資産額とは計算が異なります。）

純資産額と負債合計を対比したもので 比率が低いほど長期的な支払能力の　　　　純資産額と負債合計を対比したもので、比率が低いほど長期的な支払能力の

　　　　安定性が高いと言えます。

　　（g）流動比率

 　　　　　　　　　　　　　流動資産額
×１００

　　　　　　　　　　　 　　流動負債額

　　　　　短期間に支払期限の到来する流動負債と短期間に現金化する可能性のある

　　　　流動資産を対比したもので、比率が高いほど短期的な支払能力の安定性が高

　　　　いと言えます。
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１．会社の概況

①会社名等

　商品取引員名　　ローズ・コモディティ株式会社
　代表者名　　　　代表取締役社長　榊原　秀一
　所在地　　　　　大阪市中央区南船場２丁目１２番５号
　電話番号　　　　０６－４５６０－１９５６（代表）

②会社の沿革

　当社は、昭和３１年５月１７日、呉羽紡績株式会社（後に東洋紡績株式会社と合併となる）
支配下のアヤハ商事株式会社を精算するに際し、アヤハ商事が取得していた、大阪三品、大阪
化学繊維取引所の仲買人の権利を主体とした部門を分離し「広商事株式会社」として設立いた
しました。

平成１３年　９月 東京工業品取引所（石油市場）原油取引開始。
平成１３年１０月 東京穀物商品取引所農産物市場商品取引員の許可を受ける。

平成１２年　６月 東京工業品取引所石油市場会員に加入。
平成１２年１２月 商号をローズ・コモディティ株式会社に変更。
平成１３年　５月 横浜商品取引所農産物市場会員に加入。

平成１１年１０月 東京支店（神田）と新宿支店を統合し、東京支店（渋谷）とする。

平成　９年１２月 商号を株式会社アムパックに変更。
平成１０年　４月 横浜支店を新宿支店へ統合。

名古屋繊維取引所綿糸市場、毛糸市場、スフ糸市場商品取引員の許可を
東京金取引所金市場会員に加入。昭和５８年　３月

平成１０年　８月 関西商品取引所農産物飼料指数市場会員に加入。

アヤハ商事を精算するにあたり、広商事株式会社を大阪市東区淡路町２
丁目２０番地に資本金２千万円にて設立する。
名古屋出張所開設。
資本金を６千万円に増資。

東京支店開設。

大阪穀物取引所穀物市場・神戸ゴム取引所ゴム市場の商品取引員の許可
を受ける。

東京繊維商品取引所綿糸市場、毛糸市場商品取引員の許可を受ける。

神戸支店開設。
資本金を１億２千万円に増資。
本店を大阪市西区阿波座１丁目１０番１４号に移転。
資本金を１億６千万円に増資。

年　月 概　　要
昭和３１年　５月

昭和３３年　８月
昭和４４年　３月

名古屋出張所を支店とする。

資本金を２億６千万円に増資。

昭和４６年　６月

昭和４６年　７月
昭和４９年１０月
昭和５０年　９月
昭和５０年１２月
昭和５１年　４月

昭和５７年　２月

東京工業品取引所アルミニウム市場会員に加入。

豊橋乾繭取引所繭糸市場商品取引員の許可を受ける。
資本金を８億１千６百万円に増資。

東京工業品取引所貴金属市場商品取引員の許可を受ける。

新宿支店を開設。渋谷支店・神戸支店を廃止。

大阪砂糖取引所砂糖市場商品取引員の許可を受ける。
神戸ゴム取引所天然ゴム指数市場商品取引員の許可を受ける。

東京工業品取引所ゴム市場商品取引員の許可を受ける。

平成　９年　１月

昭和５９年１０月

昭和６０年　６月

平成　８年　３月

昭和６３年１２月
平成　３年　８月
平成　７年　１月
平成　７年　２月

昭和５８年１２月
昭和５９年　２月

受ける。
資本金を５億５千万円に増資。
東京穀物商品取引所穀物市場会員に加入。

資本金を６億４千万円に増資。
昭和６０年１０月

横浜生糸取引所生糸市場商品取引員の許可を受ける。
横浜支店開設。

昭和６０年　３月 渋谷支店開設。
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③会社の目的

　１．商品取引所法に基づく商品取引所に上場されている各商品の先物取引、現金決済取引、
　　　指数先物取引、オプション取引（以下「上場商品の取引等」という）を行う業務
　２．上場商品の取引等の受託および取次ぎを行う業務
　３．商品投資に係わる事業の規制に関する法律に基づく商品投資販売業および商品投資顧問
　　　業
　４．海外商品市場における先物取引の受託に関する法律に基づく海外商品市場における上場
　　　商品の先物取引の受託の業務
　５．非鉄金属、軽金属、鉄鋼、合金鉄、繊維および衣料用繊維製品、医療機械器具、歯科材
　　　料、石油および石油製品、ゴム、砂糖、塩、農産物およびその加工品、茶、飼料、ココ
　　　ア、コーヒー、油脂、綿花、羊毛、麻、香料、香辛料の輸入および販売業
　６．有価証券の売買
　７．外国為替の取引、並びにそれらの先物売買、受託、取次、仲介、及び代理業
　８．金融先物取引法に基づく金融先物取引業
　９．前各号に付随する一切の業務

　（注）上記のうち　　線部分の事業は、現在行っておりません。

横浜商品取引所脱退。（繭糸市場及び農産物市場受託会員）
東京支店を東京都千代田区九段南３丁目９番１４号に移転。

東京工業品取引所アルミニウム市場会員脱退。
外国為替証拠金取引「ローズ・ＦＸ」受託廃止。

横浜支店開設。
本店を大阪市西区土佐堀１丁目３番７号に移転。

平成１４年　２月 大阪商品取引所天然ゴム指数取引員脱退。

平成２０年　２月
関西商品取引所脱退。（農産物市場及び水産物市場受託会員）

平成１４年　７月
平成１４年１２月

平成１９年　８月 中部商品取引所脱退。（石油市場受託会員）

外国為替証拠金取引「ローズ・ＦＸ」受託開始。
東京支店を移転。名古屋支店及び横浜支店を廃止。

平成１９年１２月

平成１９年　７月

年　月 概　　要

平成１４年　６月 中部商品取引所石油市場商品取引員の許可を受ける。
関西商品取引所水産物市場商品取引員の許可を受ける。

平成１３年１２月 名古屋支店移転。

東京工業品取引所貴金属市場受託会員脱退。
東京穀物商品取引所農産物市場受託会員脱退。

平成１５年　７月
平成１７年　６月

平成１７年　７月
平成１８年　４月

本店を大阪市中央区南船場２丁目１２番５号に移転。

東京工業品取引所石油市場受託会員脱退。

資本金の額を３億７千５百万円に減少。

東京工業品取引所ゴム市場受託会員脱退。

平成２０年１１月

平成２０年　１月

平成２０年　３月

平成２０年　７月 東京工業品取引所貴金属市場会員脱退。
平成２０年　８月 東京穀物商品取引所農産物市場会員脱退。

資本金の額を２億円に減少。

取次業務に業態変更。
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④事業の内容

（1）経営組織
　　　当社の経営組織は、次のとおりです。

監
　
査
　
役

東京支店営業部

顧 客 管 理 部

業 務 部

監　査　部

管

理

本

部

人 事 部

総 務 部

株
　
主
　
総
　
会

取
　
締
　
役
　
会

代
表
取
締
役
社
長

本 店 営 業 部
営

業

本

部
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 （2）業務の内容

　　（a）主たる業務

　　 　イ．商品市場における受託業務

           当社は、商品取引所法第190条第１項に基づき、農林水産大臣及び経済産業大臣から商品

　　　　　取引受託業務の許可を得た商品取引員であり、下記の商品市場における取引の受託業務

　　　　（商品取引所への注文の執行を受託業務の許可を受けた商品取引員を通して行う取次業務）

　　　　　を行っております。

　　　　　（許可番号：農林水産省指令１７総合第３４号、平成１７・０４・０５商第３号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

金、銀、白金、パラジウム、金オプション

ガソリン、灯油、原油、軽油

アルミニウム

ゴム（ＲＳＳ）
小豆、一般大豆、Non-GMO大豆、とうもろこし

アラビカコーヒー生豆、ロブスタコーヒー生豆

大豆ミール、生糸、野菜、大豆オプション

とうもろこしオプション,

粗糖、精糖、粗糖オプション

ガソリン、灯油、軽油

鶏卵

鉄スクラップ

ゴム（ＲＳＳ、ＴＳＲ）

アルミニウム

天然ゴム指数
小豆、米国産大豆、NON-GMO大豆、とうもろこし

粗糖、精糖、粗糖オプション

国際穀物等指数、コーヒー指数

冷凍えび

※上記取引所における取引の注文執行については、取引所の受託会員に委託しております。

注）東京工業品取引所の軽油は平成18年2月24日より取引を休止しています。

　　東京穀物商品取引所の野菜は平成19年6月27日より、大豆ミールは平成19年10月12日よ

　　り立会いを休止しています。

　　中部大阪商品取引所のアルミニウムは平成21年3月27日より、ＴＳＲは平成21年4月10

　　より、取引を休止しています。

　　関西商品取引所のNON-GMO大豆は平成19年1月4日より、精糖は平成19年7月2日より取引

　　を休止しています。

　  　　ロ．商品市場における取引を行う業務

　　　　　　自己の計算において商品市場における取引を行う業務であります。自己売買業務は上記

　　　　　イに掲げた商品市場において行っております。

　　（b）従たる業務

　　　　該当事項はありません。

砂 糖

農 産 物

天 然 ゴ ム 指 数

取引所名

貴 金 属

石 油

ア ル ミ ニ ウ ム

市場名

関 西 商 品 取 引 所

東京工業品取引所

東京穀物商品取引所

中部大阪商品取引所

畜 産 物

上場品目名

ゴ ム

農 産 物

砂 糖

水 産 物

石 油

ゴ ム

鉄 ス ク ラ ッ プ

ア ル ム ニ ウ ム

農産物・飼料指数
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⑤　営業所の状況

　　

⑥　財務の概要

　　決算年月 　平成２１年３月期

(a)　資本金 200,000 千円

(b)　純資産額　※1 270,129 千円

(c)　総資産額 987,627 千円

(d)　営業収益 539,140 千円

　　（うち、受取委託手数料） （ 566,252 千円）

(e)　経常損失 千円

(f)　当期純損失 千円

　　＊１　純資産額は、商品取引所法第211条第4項以外において準用する同法第99条第

　　　　７項に基づく施行規則第38条の規定により算出しております。

　　（注）商品取引所法第193条第2項に基づく同法施行規則第81条の規定により当社が

　　　　商品取引員として求められている最低の純資産額は１億円以上であります。

⑦　発行済株式総数

　　　発行済株式の総数　　　　1,500,000株（平成21年3月31日現在）

　　　（注）当社の株式は非上場であり、かつ店頭登録もしておりません。

03-3238-7465

188,722

330,773

東京支店

店舗の名称 所在地 電話番号

本　　店 大阪府大阪市中央区南船場２丁目１２番５号 06-4560-1956

東京都千代田区九段南３丁目９番１４号
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⑧ 主要株主名（上位10名）

千株 ％

榊 原 秀 一 621 41.4

日 栄 興 商 ㈱ 埼玉県さいたま市南区鹿手袋2丁目13番8号 270 18.0

逆 瀬 川 弘 毅 64 4.2

藤 澤 欽 弥 64 4.2

広 友 会 47 3.1

齊 藤 啓 二 40 2.6

中 野 賢 治 35 2.3

伊 藤 孝 35 2.3

村 岡 秋 雄 25 1.6

古 谷 公 令 24 1.6

※個人株主の住所については個人情報保護の観点から非公開としております。

81.31225計

発行済株式総
数に対する所
有株式数の割

合

所有株式
数

住　　　　　　　所氏名又は名称
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⑨ 役員の状況

千株

（注）１．監査役の榊原照次・大嶽芳枝は、会社法第335条第3項に定める

　　　　　社外監査役であります。

　　　２．所有株式数の千株未満は切り捨てております。

所有株式数氏名及び役名

昭和35年01月05日

氏　　名

生年月日

 榊原　秀一代表取締役

　社　長

749

藤澤　欽弥常務取締役

取　締　役

取　締　役

（非常勤）

昭和3年01月30日

大嶽　芳枝

40

昭和35年07月02日

監　査　役

昭和14年02月21日

（非常勤）

榊原　照次

計 9名

24

64

621

監　査　役

昭和37年05月16日

齊藤　啓二

古谷　公令

昭和33年04月25日

（管理本部長）

（営業本部長）
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⑩　従業員の状況

男 女 営業 非営業

従 業 員 数 61人 46人 15人 41人 20人

平 均 年 齢 34.5才 36.4才 28.5才 32.5才 38.4才

平 均 勤 続 年 数 9.5年 10.4年 3.5年 7.5年 12.3年

外 務 員 数 47人 43人 4人 ＊＊＊ ＊＊＊

総　計
男女別 営業・非営業
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２．営業の状況 

 

 ① 営業方針 

      

当社は「顧客第一主義」の経営理念のもとに、総合的情報をお客様に迅速にわかり

やすくお伝えするサービス体制の強化に努めております。 

  取り扱い商品の基本的な相場要因となる需要供給の動向に加え、国際的な商品の値動

きに大きな影響を及ぼす為替の動向や、その他経済の動きを含めた各種情報の収集及

び分析を充実させ、これを的確に提供していくことが可能な体制を目指しております。 

   さらに、お客様から求められる様々な要求に対して満足していただける対応力を養

い、積極的に営業活動を展開するとともに、お客様の資産をお預かりする取次取引員

として財務体質の強化に努めております。 

   受託業務につきましては、お客様の大切な資産をお預かりするという責任とその信

頼にお応えすることを第一と考え、先物取引に馴染みが少なく新たに取引なさるお客

様には、３カ月の間取引枚数を抑制していただき、その間に商品先物取引に対する理

解を十分深めていただいております。 

   なお、当社は、信用業務としてのステイタスの確立、優れた人材の確保を図り、業

界第一の優良企業を目標として努力して参ります。 

 

 

② 当社及び当業界を取り巻く環境 

 

  当会計年度中におけるわが国経済は、前年度からの原油価格や原材料価格の高騰が

続く中、昨秋の米国大手証券会社の破綻を契機に、世界的な金融危機を背景とした、

急激な為替変動や株価下落が国内企業の収益を悪化させました。このような経済環境

の中、雇用情勢の悪化、所得の低下や個人消費の低迷を引き起こし、先行きに不透明

感が一層増しております。 

わが国の商品取引業界では、ＢＲＩＣｓに代表される有力新興国の需要増加とサブ

プライム問題を背景とし、実物資産の見直し気運の高まりによる投機資金の流入で石

油・貴金属・穀物など国際商品価格が上昇を続けていましたが、昨夏以降は世界的な

景気悪化に伴う需要減少予測から、ほぼ全ての商品相場が急激な下落局面を迎えまし

た。こうした中、個人投資家の市場離れや平成 17 年 5 月の商品取引所法の改正によ

る勧誘規制強化の影響を受け、市場規模の縮小が顕著に現れた年度となりました。そ

の結果、当会計年度の全国商品取引所出来高は、4,631 万枚（前年度比 34.8%減）と

大きく落ち込み、平成 16 年度以降 5 期連続して前年度を下回っております。主な市

場別の出来高は、石油市場 755 万枚(前年度比 53.2%減)、貴金属市場 2,676 万枚(前年

度比 12.3%減)、農産物市場 627 万枚(前年度比 64.1%減)となっております。 

 

 

 

 

 

12



③ 営業の経過及び成果 

 

  (1) 受取手数料部門 

      当期は、受取委託手数料が566百万円で前年度比43.5％減となりました。 

 

    (2) 売買損益部門 

     当期は、27百万円の損失を計上致しました。 

 

      以上の結果、当期の営業収益は539百万円となり、営業費用が943百万円であった為､

営業損失404百万円、経常損失188百万円、当期純損失330百万円となりました。 

事業年度における受取手数料及び売買損益は、次の通りであります。 

13



（a）受取手数料 　 （単位：千円）

期　別

商品市場名

（注）１．消費税は含まれておりません。

　　　２．千円未満は切り捨てて表示しております。

（b）売買損益 　 （単位：千円）

期　別

商品市場名

未 収 収 益 計 上 額 △ 1,273

合　　　　　　　　　　計 566,252

第 ５３ 期

（自 平成20年4月 1日）

（至 平成21年3月31日）

商 品 先 物 取 引

貴 金 属 市 場 554,658

石 油 市 場 2,879

小　　　　　　　　　　計 567,525

ゴ ム 市 場 4,024

砂 糖 市 場 296

第 ５３ 期

（自 平成20年4月 1日）

（至 平成21年3月31日）

商 品 先 物 取 引

農 産 物 市 場 5,667

（注）１．千円未満は切り捨てて表示しております。

　　　

（c）売買高 　 （単位：枚）

2,066 0 2,066

83,992 17,524 101,516

1,522 0 1,522

2,150 0 2,150

79 0 79

89,809 17,524 107,333

（注）売買高には受渡しによる決済数量は含まれておりません。

貴 金 属 市 場

委託

砂 糖 市 場

合　　　　　　　　　　計

期　別

内　訳

　　　　商　品　市　場　名

商 品 先 物 取 引

農 産 物 市 場

石 油 市 場

ゴ ム 市 場

合　　　　　　　　　　計 △ 27,111

合計

第 ５３ 期

（自 平成20年4月 1日）

（至 平成21年3月31日）

自己

貴 金 属 市 場 △ 27,111

商 品 先 物 取 引
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④ 対処すべき課題 
 

わが国の商品取引業界では、有力新興国の需要増加とサブプライム問題を背景とし、

実物資産が見直され、国際商品価格が上昇を続けました。しかし、昨秋の米国大手証券

会社の破綻を契機に、世界的な金融危機を背景とし、景気悪化に伴う需要減少予測から、

ほぼ全ての商品相場が急激な下落局面を迎えました。こうした中、個人投資家の市場離

れや勧誘規制強化の影響を受け、市場規模縮小が顕著に現れ、当事業年度の全国商品取

引所出来高は、4,631 万枚（前年度比 34.8%減）と大きく落ち込み、平成 16 年度以降 5

期連続して前年度を下回っております。 

このような経営環境の中、当社では、平成 20 年 2 月より取次取引員として取次業務

の拡大と業績の回復に邁進してまいりました。また、加入取引所の会員資格返上および

組織の縮小を行い人件費抑制を中心に経費削減と資金効率の向上に努めてまいりまし

たが、経営環境は依然として厳しく余談を許さないものと思われます。 
今後の業績回復に向け、引き続きコンプライアンス研修等を通じて、全役職員の法令

遵守および社会規範の徹底を図るとともに、顧客対応サービスの質の向上を目指し、「信頼

され、必要とされる企業」となれるよう取り組んでまいります。 
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⑤受託業務管理規則 

（目  的） 

第１条 この規則は、商品先物市場における適正な委託の勧誘、取引の受託及び委託者の

保護育成を図るため、受託業務の運営及びその管理について必要な事項を定める。 

（管理体制） 

第２条 当社は、受託業務の適正かつ的確な運営を図るため、顧客管理部を主体として、

本店及び従たる営業所に管理担当班を設置し管理担当責任者を置くものとする。 
２ 受託業務に係わる総括管理、指導及び次条に定める管理担当班の職務の統括調整

を行うため、総括責任者を置くものとする。 
３ 総括責任者を補佐し受託業務の適正な運営及び管理指導を行うため、副総括責任

者を置くものとする。但し、第７条第３項の審査又は、第８条第２項第４号の審

査を代行した時は、速やかに総括責任者の点検を受けて、承認を得るものとする。 
４ 総括責任者、副総括責任者及び管理担当責任者は次の者とする。 

（１） 総括責任者は、管理部門に属する取締役以上の役員とする。 
（２） 副総括責任者は、顧客管理部若しくは業務部の部長又はこれに準ずる者と

する。 
（３） 管理担当責任者は、本店及び従たる営業所の管理部門責任者とする。 

（管理担当班の職務） 

第３条  管理担当班の職務は次の通りとする。 
（１） 第５条に定める「商品先物取引口座設定申込書」に基づく告知内容の精査

及び確認、顧客の選別並びに受託の適否の審査 
（２） 顧客管理のための「顧客カード」の整備 
（３） ｢商品先物取引未経験委託者からの受託に係る取扱要領｣に基づく審査 
（４） 商品先物取引に必要な知識の啓蒙及び委託者の理解度を向上させるため

に必要な措置 
（５） 外務員等に対する関係法令、諸規則等の遵守に係る指導及び遵守状況の監

視並びに不適正な事実を発見した場合の迅速適正な措置 
（６） 委託者の属性（投資可能資金額、資産、取引経験等）等からみて、不相応

と判断される取引の抑制 
（７） 習熟期間中の委託者に対する取引内容等の精査及び担当外務員等への指

導 
（８） 委託者からの苦情・紛争等に対する適正な対応及び過去に恣意的に紛議を

多発した委託者の参入予防措置 
（９） 取引内容に異常な兆候が認められた場合の迅速適切な措置 

（迷惑勧誘行為の禁止、告知、意思確認、再勧誘禁止とその防止措置及び説明義務

の履行等） 

第４条 当社は、次の各号に掲げる迷惑を覚えさせるような仕方での勧誘は行なわないも
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のとする。ただし、顧客の指示又は承諾がある場合はこの限りではない。 
（１） 深夜、早朝等迷惑となる時間帯での電話又は訪問による勧誘 
（２） 顧客の意思に反する長時間に亘る勧誘 
（３） 顧客に対し、威迫し、困惑させ、又は不安の念を生じさせる勧誘 
（４） 顧客が迷惑であると表明した時間、場所、方法での勧誘 

２ 当社は、商品先物取引の委託の勧誘に先立って、顧客に当社の商号、登録外務員

の氏名及び商品先物取引の勧誘である旨を告知した上で、顧客に勧誘を受ける意

思の有無を確認するものとし、これら告知及び意思の確認について「顧客カード」

に記載するほか、これらの意思確認、売買指示に係る取引意思の確認及びその意

思通りに執行したことについて、外務員日誌等に記載し、取引終了後３年間保管

するものとする。また、取引意思の確認については顧客に対して「商品先物取引

口座設定申込書」に署名、捺印を求めて行うものとする。 
３ 前項の勧誘時の意思確認において、顧客が勧誘を希望しない旨又は商品先物取引

の委託をしない旨の意思表示をした場合には、当該委託者には勧誘しないものと

し、これら勧誘及び委託を拒否した顧客については、社内に周知するとともに名

簿等（入手後の名簿等は複写不可）の当該顧客情報を削除すること等により、再

勧誘を行わないよう防止措置を講ずるものとする。 
４ 当社は、商品先物取引の委託の勧誘にあたっては、受託契約準則、「商品先物取

引―委託のガイド」等の関係書面を交付し、それらを用いて次の事項を分かり易

く説明し、理解の確認を行っていくものとする。なお、理解の確認にあたっては、

まず、第 1 号乃至第 3 号に係る説明をし、その理解の確認を書面によって行い、

その後にその他の事項について説明し、その理解の確認を書面により行うものと

する。 
（１） 商品先物取引は、その担保として預託する取引証拠金等の額に比べて、そ

の１０～３０倍にもなる過大な取引を行うものであること 
（２） 預託した取引証拠金等の額以上の損失が発生するおそれがあること 
（３） 相場の変動により損失が一定以上になった場合に、損失を確定させずに取

引を継続するには追証拠金等を預託する必要があること 
（４） 取引証拠金等の制度、種類及びその発生のしくみ等に関する事項 
（５） 委託手数料の額、委託手数料の制度及びその徴収時期等に関する事項 
（６） 商品取引員の禁止行為に関する事項 
（７） その他「商品先物取引―委託のガイド」に記載する、主務省令で定められ

た事項 

（適合性の審査） 

第５条 当社は、不適格者の参入防止と適合性を満たす委託者の参入拡大を図るため、顧

客より｢商品先物取引口座設定申込書｣の差し入れを受けるものとする。 
２ 顧客の属性の把握と適合性の審査のため、｢商品先物取引口座設定申込書｣に設け

られた次の項目について、顧客に記入を求め申告を受けるものとする。但し、投

資可能資金額については、損失を被っても生活に支障のない範囲で設定すべきも

のであること及び、取引の過程で損失が発生した場合は、投資可能資金額から損

金額が減額されるものであることを、分かり易く説明した上で、申告を受けるも

のとする。 
（１） 氏名・性別・生年月日・年齢・住所・電話番号・家族構成 
（２） 職業・勤務先名・役職・勤務年数・勤務先住所・電話番号 
（３） 財産・収入状況 
（４） 商品先物取引の経験の有無及びその程度 
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（５） 証券投資等の経験の有無及びその程度 
（６） 投資可能資金額 
（７） 受託契約を締結する目的 
（８） 商品先物取引の仕組みの説明及び理解度の確認 
（９） その他必要と認める事項  

３ 管理担当班は、「商品先物取引口座設定申込書」による申告内容等を、直接顧客

へ連絡して確認を行い、更に、投資可能資金額について、顧客が、その意味をよ

く理解した上で設定されているか確認した後、管理担当責任者へ報告する。 
４ 管理担当責任者は、管理担当班からの報告内容並びに「商品先物取引口座設定申

込書」に基づいて属性等の審査を行い、取引の受託の適否を担当外務員等に通知

するとともに、審査結果については、総括責任者若しくは副総括責任者へ、遅延

なく報告するものとする。また、審査結果については、審査日、審査過程、 終

審査者、取引の受託の適否及びその判断根拠等の審査記録を、第６条で定める「顧

客カード」に記載するものとし、取引終了後３年間保管するものとする。 
５ 第４項の審査が終了するまでは、約諾書及び取引証拠金の差し入れ、並びに取引

の注文は受けないものとする。 
６ 審査の結果、適合性を有しないと判断されたときは、直ちにその勧誘を中止する

ものとする。 
７ 「商品先物取引口座設定申込書」は、顧客管理部に備え付け、写しを本店及び従

たる営業所に備え付けるものとし、取引終了後３年間保管するものとする。 

（顧客カードの整備） 

第６条 当社は、商品先物取引を行おうとする顧客について、次に掲げる事項を記載した

｢顧客カード｣を備え付けるものとする。 
（１） 氏名・性別・生年月日・年齢・住所・電話番号・家族構成 
（２） 職業・勤務先名・役職・勤務先住所・電話番号 
（３） 連絡先・書類送付先 
（４） 財産・収入状況 
（５） 商品先物取引及び証券取引等の経験の有無及びその程度 
（６） 投資可能資金額 
（７） 受託契約を締結する目的 
（８） 本人確認事項 
（９） その他必要と認める事項 
（１０） 商品先物取引受託の適否事項 

２ ｢顧客カード｣は、担当外務員等が所要の事項を記入の上、管理担当班に提出し、

取引の受託の適否及びその判断根拠を記載するものとする。総括責任者又は副総

括責任者は、顧客の属性等を再確認し、必要に応じて管理担当責任者等へ指示す

るものとする。 
３ ｢顧客カード｣の記載事項に変更があった場合は、その都度更新し、適切に管理す

るものとする。 
４ ｢顧客カード｣は、すべてを顧客管理部に備え付け、本店及び従たる営業所は自店

控えを備え付けるものとし、取引終了後３年間保管するものとする。 

（商品先物取引不適格者の参入防止） 

第７条 当社は、次の各号に掲げる者を、商品先物取引不適格者と規定し、これらの者に

対して商品先物取引の勧誘及び受託を行わないものとする。 
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（１） 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人、精神障害者、知的障害者

及び認知障害の認められる者 
（２） 生活保護法による保護を受けている世帯に属する者 
（３） 破産者で復権を得ない者 
（４） 商品先物取引をするための借入れを必要とする者 
（５） 元本欠損又は元本を上回る損失が生ずるおそれのある取引をしたくない

者 
（６） 長期入院中の者で緊密な連絡が取り難い者 

２ 次に掲げる者は、適合性の原則に照らして、原則として不適当な対象者とし、こ

れらの者に対して取引の勧誘及び受託は行わないものとする。 
（１） 給与所得等の定期的所得以外の所得である恩給､年金､退職金､保険金等に

より生計をたてている者（年金等の収入が収入全体の過半を占めている場

合） 
（２） 一定以上の収入（年間５００万円以上）を有しない者 
（３） 一定の高齢者（７０歳以上の者） 
（４） 投資可能資金額を超える取引証拠金等を必要とする取引を行おうとする

者 
３ 前項の第 1 号及び第 2 号に該当する者については次の（１）の例外要件を満たし

ている場合、同第 3 号に該当する者については次の（２）の例外要件を満たして

いる場合、同第 4 号に該当する者については次の（３）の例外要件を満たしてい

る場合であって、それぞれ自書により、自ら原則として不適当と認められる勧誘

及び受託の対象者であることを理解しているとともに、これら例外の要件を自ら

満たすことについて確認している旨の書面による申告がある場合において、総括

責任者が審査の上これを承認したときは、前項の規定にかかわらず、これらの者

に対して勧誘及び受託ができるものとする。 
（１） 顧客が申告した投資可能資金額の裏付けとなる資産を有していること及

びそれを証明するものがあること 
（２） 商品先物取引の仕組み・リスク等を十分に理解していること及び、投資可

能資金額が老後の生活も考慮した額に設定されていること。ただし、７５

歳以上の者については、顧客が直近の過去３年以内に延べ９０日以上にわ

たりレバレッジ性のある取引（金融先物取引、有価証券に係る先物取引、

外国為替証拠金取引、株式の信用取引等）の経験があり、かつ、商品先物

取引の仕組み・リスク等を十分理解している旨を証明できるものがあるこ

と。 
（３） 新たに申告した投資可能資金額が損失を被っても生活に支障のない範囲

で設定されていること及び新たな投資可能資金額の裏付けとなる資産を

有していることについて証明するものがあること。 
４ 前項の場合における審査手続きの手順等は、次のとおりとする。 

（１） 担当外務員は、第２項第１号乃至第３号の顧客については「商品先物取引

受託申請書」を、同第４号の顧客については「投資可能資金額を超える申

請書及び調書」を作成し、これに当該顧客の自書による前掲の申告書、「商

品先物取引口座設定申込書」及び第２項第１号、第２号及び第４号の顧客

については投資可能資金額の裏付けを証明するもの、同第３号の該当者に

ついては投資可能資金額が老後の生活も考慮した額に設定されていること

及び商品先物取引に関して説明を受けた事項を的確かつ十分に理解して

いることを証するもの、ただし、７５歳以上の者については、十分な投資

経験があることを証するものをそれぞれ添付して、第２項第１号乃至第３

号の顧客については管理担当班に提出するものとし、同第４号の顧客に関
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しては管理担当責任者に提出するものとする。 
（２） 第２項第１号乃至第３号の顧客に係る「商品先物取引受託申請書」の提出

を受けた管理担当班は、これらの顧客については電話により理解度及び取

引の自己責任を確認後、直接顧客と面談する二重チェックを行い、顧客の

適格性、投資可能資金額の適正性並びに取引の意思を再確認し、管理担当

責任者が「商品先物取引受託申請書」に確認事項を記入の上、総括責任者

へ提出して審査を受けるものとする。また、同第４号の顧客に係る「投資

可能資金額を超える申請書及び調書」の提出を受けた管理担当責任者は、

その内容を確認し所見を記入の上、申告書類等を添付して総括責任者へ提

出して審査を受けるものとする。 
（３） 前号の審査結果については、審査日、審査過程、 終審査者及びその判断

根拠を「商品先物取引受託申請書」又は、「投資可能資金額を超える申請

書及び調書」に記載し、取引終了後３年間保管するものとする。 
５ 当社は、第２項第３号に該当しない高齢者（７０歳未満の者）についても、損失

を被っても老後の生活の備えに支障のない範囲で投資可能資金額が設定されて

いるか、説明を受けた商品先物取引の仕組み・リスク等を十分に理解しているか

等について、管理担当責任者が厳格に審査し、必要な措置を講じて、受託の適否

を判断するものとする。 
６ 当社は、第１項、第２項に該当しない者であっても、管理担当責任者が、適合性

の原則に照らして不適当と認められると判断して、商品先物取引を行うにふさわ

しくないと認定した者に対しては、委託の勧誘及び受託を行わないものとする。 
７ 取引中の委託者が第 1 項に該当するおそれがあるときは、総括責任者は、担当外

務員等から取引期間中の委託者が第１項に該当すると報告を受けるとともに、第

１項に抵触するかどうかの調査を行い、抵触すると判明した場合は、当該委託者

に対して、既存建玉の早期手仕舞いと取引終了を要請し、その後の委託は受けな

いものとする。また、第２項に該当することとなった委託者については、第 3 項

の規定に基づき、総括責任者が当該委託者の取引継続の適否を審査するものとす

る。 
８ 健全な委託者の参入を図るため、委託者より氏名、年齢、所在等を確認する証明

書（免許証等）の提出を受けるものとする。委託者が法人の場合は、登記簿謄本

の提出を受けるものとする。 

（商品先物取引の未経験委託者の保護措置） 

第８条 当社は、委託者の保護育成を図るため、商品先物取引の取引経験が直近の３年以

内に延べ９０日以上有しない者を、未経験委託者として取り扱うこととする。 
２ 未経験委託者については、取引開始の日から３ヶ月間の習熟期間を設け、次の保

護育成措置を講ずるものとする。 
（１） 管理担当班は、未経験委託者に対しては習熟期間内において訪問又は電話

連絡等により、｢商品先物取引―委託のガイド｣の内容等について理解度の

掌握に努めると共に、必要に応じて助言及び啓蒙を行い、商品先物取引に

ついての充分な理解と認識を求め、委託者の自己責任の徹底を図るものと

する。 
（２） 適正な委託者管理を図るため、未経験委託者に対しては習熟期間内におい

て、アンケート調査を実施するものとする。 
（３） 管理担当班は、未経験委託者の取引状況、入金状況等を把握するため、習

熟期間中委託者ごとに取引状況調書を作成し、取引内容の精査を行い、こ

れに基づき当該営業部責任者等への指導を行い、委託者の保護育成と適正
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な受託業務を図るものとする。 
（４） 未経験委託者からの受託にあたっては、委託者保護の徹底とその育成を図

るため、習熟期間中における取引量については、「商品先物取引未経験委

託者からの受託に係る取扱い要領」（以下「要領」という。）に定める一

定取引量の制限措置を講ずるものとする。また、当該委託者から一定取

引量を超える取引を希望する旨の要請があった場合には、別に定める「要

領」に基づき総括責任者が審査するものとする。 

（不正資金の流入防止措置） 

第９条 当社は、委託者の横領等による不正資金の流入を防止するため、次の管理措置を

講ずるものとする。 
（１） 農業・漁業等の協同組合、信用組合、信用金庫等及び公共団体等の公金出

納取扱者、金融機関において他人の金銭・有価証券等取扱者、企業の経理・

財務担当者で金銭、小切手、手形、有価証券等取扱者に該当する委託者に

ついては、本人自書による自己が職務上又は職席上その立場にあるか否か

の有無、並びに投資可能資金額及び自己資金の範囲内で取引を行うことに

ついて書面による申告と、投資可能資金額の裏付けとなる資産を有してい

ることの証明が出来るものの提出を受けるものとする。総括責任者は、当

該委託者からの申出書類等の内容を審査し、担当外務員等に受託の適否を

指示するものとする。 
（２） 第１号に該当する委託者が、第７条第２項第４号に該当した場合、管理担

当班が委託者と面談の上、資金事情の確認を行うものとする。 
（３） 第１号に該当する委託者から入金累計額が｢商品先物取引口座設定申込

書｣にある流動資産を超えることとなった場合には、管理担当責任者が委

託者と面談の上、資金事情の確認と流動資産変更の書面の差し入れ及び資

金の裏付けとなる証明書類の提出を求めるものとする。 
（４） 管理担当責任者は、第２号及び第３号に該当する委託者については、取引

経過内容を書面で総括責任者へ報告し審査を受けるものとする。 
（５） 第３号に該当する委託者から証明書類の提出がない場合は、以後の資金の

入金及び建玉を断るとともに、既存建玉を速やかに決済してもらうよう当

該委託者に要請するものとする。 
（６） 各号に定める審査、調査書類及び証明書類等は、顧客管理部が保管管理し、

写しを本店及び従たる営業所に備え付け、１０年間保管するものとする。 

（委託者との入出金に係る管理措置） 

第１０条 当社は、委託者との間の入金及び出金は原則として振込みにより行うものとする。

なお、やむを得ず現金の受渡しを行う必要が有る場合は、担当外務員が営業部門

の責任者の承認を得た後、事前にその必要性等を管理担当責任者に申し出て、審

査を受けるものとする。 
2. 管理担当責任者は、前項の審査を行い、その判断結果を営業部門の責任者と担

当外務員に通知し、総括責任者に報告するものとする。 
3. 取引証拠金等を現金により受領する場合には、あらかじめ金額を記載した会社

発行の証拠金預り証の交付と同時に行うものとする。 
4. 担当外務員が委託者から現金で入出金したときは、当該外務員以外の役職員が、

当該委託者に対し、入出金の額、日時、担当外務員の氏名について確認するも

のとする。 
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5. 現金の授受に当たっては、原則複数の役職員で対応することとするが、やむを

得ず一人の外務員で対応する場合には、営業部門の責任者又は支店長の承認を

得るものとする。 
 

（取引本証拠金の額等に係る措置） 

第１１条 当社は、取引本証拠金の額等を次の通り定めるものとする。 
（１） 取引本証拠金の額等は、全ての上場商品につき、取引所が定める取引本証

拠金基準額と同額とする。 
（２） 取引本証拠金の額等に係る社内責任者は総括責任者とし、その内容につい

て社内に徹底するとともに、委託者に周知するものとする。 
（３） 前項に係る記録は業務部が管理し、３年間保管するものとする。 

（委託者の管理措置） 

第１２条 当社は、委託者の保護育成と受託業務の適正な運営のため、管理表等により委託

者ごとの取引内容を把握するとともに、適正な委託者管理を行うものとする。 
２ 委託者内容により取引の抑制が必要と判断した場合は、総括責任者が取引量の制

限措置を設け、これを超えて受託してはならないものとする。 

（委託者の疑義等への対応措置） 

第１３条 当社は、顧客管理部を主体として本社、東京支社に｢お客様相談窓口｣を設置し、

受託業務に係る広告等の問い合せや、委託者からの取引等に係る疑義、相談につ

いて対応するものとする。 

（建玉制限等） 

第１４条 当社は、委託者に対し取引所の市場管理要綱において建玉の制限があり、これを

遵守しなければならないこと及び、当社規定に基づく取引量の制限措置があるこ

とを説明し、理解を得るものとする。 
２ 取引の公正を図るため、委託の注文に係る取引の取扱いは、営業部及び業務部、

顧客管理部が担当し、自己の取引に係る取扱いは、市場部が担当するものとする。 

（受託業務における禁止行為） 

第１５条 商品先物取引の委託の勧誘及び受託にあたっては、商品取引所法、同施行規則、

受託契約準則及び日本商品先物取引協会｢受託等業務に関する規則｣、「会員の広

告等に関する規則」に定める禁止行為をしてはならない。 

（広告等に係る管理措置） 

第１６条 当社は、受託業務に係る広告等の審査及び管理に係る責任者として広告管理責任

者を置き、総括責任者が担当する。広告等の審査及び管理を行うために副広告管

理責任者を置き、管理担当責任者が担当する。 
２ 受託業務に係る広告等を行うときは、商品取引所法、同施行規則及び、日本商品

先物取引協会「会員の広告等に関する規則」を遵守しなければならない。 
３ 受託業務に係る広告等の実施にあたっては、事前に次の社内審査を受けなければ

22



   

ならない。 
（１） 受託業務に係る広告等の見本を副広告管理責任者へ届け出るものとする。 
（２） 副広告管理責任者は、速やかに日本商品先物取引協会「会員の広告等に関

する規則」及び「会員の広告等に関する指針」に基づいて審査の上、結果

を申請者に通知するとともに、広告管理責任者に報告し、見本を保管する

ものとする。但し、新聞や雑誌等の切抜き又はコピー、アナリストレポー

ト、各種データやチャート等については、保管等の必要はないものとする。 
（３） 広告管理責任者は、第２号の審査に対し、不備が認められる場合は改善措

置を命じるものとする。 
４ 受託業務に係る広告等を行おうとする者が、表示内容や表示方法等について不明

な点が生じた場合は、独自の解釈によらず、広告管理責任者若しくは副広告管理

責任者に問い合せて判断を仰ぐものとする。 
 

（違反者に対する懲戒） 

第１７条 第１５条に掲げる受託業務における禁止行為を行った者及び本規則に違反した

者の懲戒は、その程度により注意、叱責、出社停止、降給、降級、懲戒解雇の６

種類とする。 

（受託業務管理規則の制定及び改定） 

第１８条 この規則の制定及び改定は、取締役会の決議を経て行うものとする。 

（日本商品先物取引協会への届出） 

第１９条 本規則は、日本商品先物取引協会へ届け出るものとする。これを改定したときも

同様とする。 

（ 附 則 ） 

１． 本規則は、平成 10 年 9 月 1 日より実施する。 
２． 本規則は、平成 11 年 4 月 1 日より改正実施する。 
３． 本規則は、平成 11 年 10 月 20 日より改正実施する。 
４． 本規則は、平成 12 年 4 月 1 日より改正実施する。 
５． 本規則は、平成 12 年 10 月 1 日より改正実施する。 
６． 本規則は、平成 13 年 8 月 1 日より改正実施する。 
７． 本規則は、平成 14 年 6 月 17 日より改正実施する。 
８． 本規則は、平成 14 年 7 月 1 日より改正実施する。 
９． 本規則は、平成 14 年 8 月 1 日より改正実施する。 
１０． 本規則は、平成 15 年 4 月 1 日より改正実施する。 
１１． 本規則は、平成 15 年 6 月 6 日より改正実施する。 
１２． 本規則は、平成 15 年 7 月 7 日より改正実施する。 
１３． 本規則は、平成 16 年 7 月 1 日より改正実施する。 
１４． 本規則は、平成 17 年 5 月 1 日より改正実施する。 
１５． 本規則は、平成 17 年 9 月 12 日より改正実施する。 
１６． 本規則は、平成 18 年 10 月 23 日より改正実施する。 
１７． 本規則は、平成 19 年 10 月 1 日より改正実施する。 
１８． 本規則は、平成 20 年 3 月 1 日より改正実施する。 
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商品先物取引未経験委託者からの受託に係る取扱い要領 

  当社は、受託業務管理規則第８条第２項第４号に基づき、未経験委託者からの取引の

受託にあたっては、委託者の保護とその育成を図るため、委託者の属性（投資可能資金

額、資産、取引経験等）及び、理解度等を考慮の上、受託を行うよう次のことを定める。 

１ 習熟期間内の一定取引量は、投資可能資金額の１／３の額に相当する数量とす

る。 

２ 委託者本人が、前項の一定取引量を超える取引を希望した時は、商品先物取引

に習熟していると認められる場合を例外の要件とし、当該委託者が当社におい

て商品先物取引の未経験者を保護するための取引量を制限する措置が設けられ

ていること及び、例外の要件を理解しているほか、当該要件を自ら満たすこと

について確認している旨の自書による書面での申告を得るとともに、当該委託

者が商品先物取引に習熟していることを、客観的に確認している場合に限り、

総括責任者の審査を受けることができる。 

３ 担当外務員等は、未経験委託者の自発的な要請を受けて、前項の自書による申

告書面及び｢一定取引量を超える取引の申請書及び調書｣（以下｢調書｣と言う。）

並びに当該委託者が商品先物取引に習熟していることを客観的に確認するもの

を管理担当責任者へ提出するものとする。管理担当責任者は、調書内容を確認

し所見を記入の上、調書に申出書を添付し、総括責任者に受託の許可の申請を

するものとする。 

４ 総括責任者は、これらの申告書面、調書及び習熟度を審査し、適当であると判

断したときは、妥当と思われる範囲で一定取引量を超える取引の委託を受ける

ことが出来る。尚、その場合においても投資可能資金額を上限とするほか、必

要と認められる場合には当該管理担当責任者及び外務員等に対し所要の指示を

行い、当該委託者の管理に万全を期するものとする。 

５ 前項の審査結果については、審査日、審査過程、 終審査者及びその判断根拠

を「調書」に記載し、取引終了後３年間保管するものとする。 
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（注）なお、当社の受託業務管理規則は、平成 21 年 6 月 1 日および平成 21 年 7 月 1 日に

改正を行っております。 
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⑥ 外務員の登録状況 
 

 
期 首 

登録外務員数 
 

 
 
新 規 登 録 数 

 

 
 
登 録 抹 消 数 

 

 
期 末 

登録外務員数 
 

 
７３名 

 

 
１名 

 

 
２３名 

 

 
５１名 

 
  
 
 
⑦ 委託者に関する事項 
 

 
期 首 

委託者数 
 

 
 
新規委託者数 

 

 
期 末 

委託者数 
 

 
４４６名 

 

 
２４７名 

 

 
３１０名 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26



　　　６.（c）表に記載する事案はこの表の件数には含めない。 

　　　　争に記載し、苦情、紛争を経て訴訟に移行した場合は、苦情、紛争では記載せず訴訟

　　　　され、又は紛争処理機関に相互の話合いによる解決の申出があったものをいう。
（注）１. 苦情とは、受託等業務に関し、顧客等から当社に対して異議、不平、不満等が表明

　　　３．紛争処理機関とは、日商協、商品取引所、主務大臣が指定する団体、消費者基本法
　　　　ったものをいう。
　　　　との主張の相違や対立が具体化し、顧客等から紛争処理機関にあっせん等の申出があ
　　　２. 紛争とは、受託等業務に関し、顧客等の異議、不平、不満等に起因する当社と顧客

　　（注）（c)表に記載する事案はこの表の件数には含めない。

0件 0件 0件 0件

0件

0件 0件 0件

1件 10件9件 2件 6件 7件

0件

　　　５. 一つの案件が苦情、紛争又は訴訟に重複して該当する場合には、最終時点の状態を

0件 9件

2件 1件 2件0件

　　　４. 訴訟とは、裁判所に顧客等から提訴があったものをいう。

0件

前年度から継続
している案件の
件数

0件

平成20年度に新
規に発生した案
件の件数

平成20年度中の解決案件

紛　　争 訴　　訟

　　　　記載している。例えば、苦情申出後に紛争に移行した場合には、苦情では記載せず紛

28件

合計　0件

0件

7件

0件

7件 1件 6件

0件

（b)　当社が提起したもの

紛　争

平成20年度に新
規に発生した案
件の件数

平成20年度中の解決案件

　　　　で記載している。

　　　　又は弁護士法の規定によるあっせん機関等をいう。

平成20年度中の未解決案件

前年度から継続
している案件の
件数

合計　35件

5件

（a)　顧客等が提起したもの

相互の話合
いによる解
決

紛争処理機
関での解決

苦　情

相互に話合
い中

苦　情 訴　訟

⑧　苦情、紛争、訴訟に関する事項

平成20年度中の未解決案件

紛　争 訴　訟

紛　　争 訴　　訟

紛争処理機
関で処理中

1件 1件
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0件

0件 0件 0件

　　　　　　をいう。
　　（注）1.　事務処理ミスとは、委託者の注文の執行において、過失により事務処理を誤ること

合計　0件

0件

0件 0件 0件

1件

0件

1件

前年度から継続
している案件の
件数

0件

0件0件0件0件

0件

平成20年度に新
規に発生した案
件の件数

0件

前年度から継続
している案件の
件数

2件

合計　2件

平成20年度中の解決案件

（ｄ)　値合金処理に関するもの

　　（注）双方が提起したものとは、同一の事案について顧客及び当社がそれぞれ相手方に対して
　　　　訴訟（反訴を含む）を提起したものをいう。

平成20年度に新
規に発生した案
件の件数

事務処理ミス システム障害 事務処理ミス システム障害

1件1件

平成20年度中の未解決案件

0件

平成20年度中の解決案件 平成20年度中の未解決案件

訴　　訟 訴　　訟

（ｃ)　双方が提起したもの

　　　　　　とをいう。
　　　　　2.　システム障害とは、電子情報処理組織の異常により、委託者の注文の執行を誤るこ
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3.経理の状況
　①貸借対照表

　　（単位：円）

 流　動　資　産 817,252,660  流　動　負　債 661,047,155

　　現金及び預金 47,129,288 　　未払法人税等 1,155,788

　　委託者未収金 18,749,981 　　預り証拠金　　 627,224,568

　　商　　　品 998,052 　　未  払  金 6,583,045

　　前払費用 8,862,717 　　未 払 費 用 17,895,683

　　保管有価証券 15,903,680 　　預　り　金 5,729,711

　　差入保証金 324,179,565 　　前 受 収 益 2,458,360

　　委託者先物取引差金 317,053,400

　　預　託　金 31,000,000

　　未収収益 14,201,880  固　定　負　債 14,427,628

　　そ  の  他 40,443,141 　　退職給付引当金 14,427,628

　　貸倒引当金 △ 1,269,044

 引　　当　　金 15,370,300

 固　定　資　産 170,374,475 　　商品取引責任準備金 15,370,300

  （商品取引所法第221条）

　有形固定資産 20,457,208

　　建　  　物 15,045,795

　　車　　　両 1,336,926

　　器具及び備品 4,074,487

  　　負　債　合　計 690,845,083

       　　純　 　資  　産　　の　　部

　無形固定資産 21,462,605

　　の　れ　ん 2,981,680  株　主　資　本 296,782,052

　　借　地　権 8,275,000 　　資　本　金 200,000,000

    ソフトウェア 2,145,004

    そ  の  他 8,060,921

　　資 本 剰 余 金 427,555,721

 　   資本準備金 93,750,000

  投資その他の資産 128,454,662  　   その他資本剰余金 333,805,721

　　長期未収債権 132,239,115     　　資本金及び資本準備金減少差益 333,805,721

　　長期差入保証金 85,832,050

　　長期貸付金 23,759,500

　　長期前払費用 2,364,074     利 益 剰 余 金 △ 330,773,669

　　そ  の  他 17,304,882  　   その他利益剰余金 △ 330,773,669

　　貸倒引当金 △ 133,044,959     　　繰越利益剰余金 △ 330,773,669

  　　純　資　産　合  計 296,782,052

  　　資　産　合　計 987,627,135 　　負債及び純資産合計 987,627,135

ローズ・コモディティ株式会社

資　   産   　の   　部 負　   債   　の   　部

平成21年3月31日  現在
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②損益計算書

　（単位：円）

　　売　　上　　高

　　　受取委託手数料 566,252,200

　　　売　買　損　益 △ 27,111,940 539,140,260

　　　　売　上　総　利　益 539,140,260

　　販売費及び一般管理費 943,365,517

　　　　営　業　損　失 404,225,257

　　営業外収益

　　　受取利息 1,544,176

　　　受取配当金 192,547,200

　　　賃 貸 料 収 入 33,704,315

　　　そ　　の　　他 1,120,218 228,915,909

　　営業外費用

　　　支払利息 2,727,804

　　　貸倒引当金繰入額 6,979,263

　　　そ　　の　　他 3,706,026 13,413,093

経 常 損 失 188 722 441

ローズ・コモディティ株式会社自　平成20年 4月 1日
至　平成21年 3月31日

　　　　経　常　損　失 188,722,441

　　特　別　利　益

　　　貸倒引当金戻入額 1,249,807

　　　取引所脱退功労金 49,266,000 50,515,807

　　特　別　損　失

　　　商品取引責任準備金繰入額 1,871,176

　　　固定資産除却損 3,058,986

　　　投資有価証券評価損失 1,999,998

　　　取引所脱退関連費 175,592,318

　　　事務所縮小関連費 5,050,133

　　　リース契約途中解約費 2,288,100

　　　会員権評価損 1,699,824 191,560,535

　　　　税引前当期純損失 329,767,169

　　　　法人税、住民税及び事業税 1,006,500 1,006,500

　　　　当期純損失 330,773,669
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③株主資本等変動計算書

ローズ・コモディティ株式会社

その他資本剰余金 その他利益剰余金

資本金及び
資本準備金減少差益

繰越利益
剰  余  金

円 円 円 円 円 円 円 円 円

375,000,000 99,000,000 441,000,000 540,000,000 105,000,000 △ 377,444,279 △ 272,444,279 642,555,721 642,555,721

△ 175,000,000 175,000,000 175,000,000 0 0

△ 5,250,000 5,250,000 0 0 0

△ 105,000,000 105,000,000 0 0

△ 272,444,279 △ 272,444,279 272,444,279 272,444,279 0 0

△ 15,000,000 △ 15,000,000 0 △ 15,000,000 △ 15,000,000

△ 330,773,669 △ 330,773,669 △ 330,773,669 △ 330,773,669

△ 175,000,000 △ 5,250,000 △ 107,194,279 △ 112,444,279 △ 105,000,000 46,670,610 △ 58,329,390 △ 345,773,669 △ 345,773,669

200,000,000 93,750,000 333,805,721 427,555,721 0 △ 330,773,669 △ 330,773,669 296,782,052 296,782,052

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

自　平成20年4月 1日

至　平成21年3月31日

前 期 末 残 高
（ 平 成 20 年 3 月 31 日 ）

純資産合計

資 本 金 か ら
剰 余 金 へ の 振 替

当
 

期
 

変
 

動
 

額

資本剰余金

資本剰余金
合　　　　 計

当 期 末 残 高
( 平 成 21 年 3 月 31 日 ）

計

当 期 純 損 失

剰 余 金 の 配 当

株　　　　　　主　　　　　　資　　　　　　本

資 本 準 備 金 か ら
剰 余 金 へ の 振 替

利 益 準 備 金 か ら
剰 余 金 へ の 振 替

そ の 他 資 本 剰 余 金 か ら
そ の 他 利 益 剰 余 金 へ の 振 替

利　　益　　剰　　余　　金

資本金

資本準備金

株主資本
合　計

利益準備金
利益剰余金
合　　　　 計
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個 別 注 記 表 

 

継続企業の前提に関する注記 

 

当社は、前事業年度において 401 百万円の重要な当期純損失を計上するとともに 4 期連続し

て営業損失を計上しておりました。また、当事業年度においても 404 百万円の営業損失および

330 百万円の当期純損失を計上しております。当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しています。 

当社は、こうした状況を改善すべく、平成 20 年 7 月に東京工業品取引所、平成 20 年 8 月に

東京穀物商品取引所の会員資格を返上し、固定化されていた資金の有効活用を図るとともに、

平成 20 年 12 月に東京支店、平成 21 年 2 月に本社事務所を縮小し、年間固定経費をおよそ 41

百万円削減すべく取り組んでおります。 

また、当社は、商品取引業界を取り巻く厳しい環境の中、以下の項目を実行し、営業利益の

確保を図り、重要な不確実性を解消すべく取り組みます。 

 

① 営業収入の増大を図るため、アドバイザリー営業の教育を徹底して行い、新規顧客開拓

並びに残玉の大幅増加を実現させる。 

② 営業経費の削減を図るため、平成 21 年 4 月度より、役員報酬および社員給与の引き下げ

を行う。この他にも、これまで重複していた相場情報を選別する事で情報料金の絞込み

を行うなど、徹底した経費削減に努める。 

③ 事業リスク管理のため、全社を挙げて法令遵守に取り組み、商品取引事故の発生を未然

に防ぐ体制を構築します。 

 

しかしながら、商品先物取引市場では、政治・経済情勢・相場環境等に起因する不確実な要

因が多種多様に存在しており、なお、業績見通しに不確実性が残っております。 

 

計算書類は継続企業を前提として作成しており、このような重要な不確実性の影響を計算書

類等に反映しておりません。 

 

重要な会計方針に係る事項 

 

1． たな卸資産の評価基準及び評価方法 ・・・・・ 先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下による簿価切り下げの方法により算

定）によっております。 

                                

2． 固定資産の減価償却方法 

 

（1）有形固定資産 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 定率法 

                                 但し、平成 10 年 4 月 1 日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）については、定額法によっ

ております。 

（2）無形固定資産・長期前払費用 ・・・・・・・・ 定額法 
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3． 引当金の計上基準 

（1）貸倒引当金 ・・・・・・・・・・・・・・・・ 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

（2）退職給付引当金 ・・・・・・・・・・・・ 従業員の退職給付に備えるため、当期末における退職給

付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期末におい

て発生していると認められる額を計上しております。 

                             なお、会計基準変更時差異（22,139,796 円）については、

15 年による按分額を費用処理しております。                   

（3）商品取引責任準備金 ・・･・・・・・ 商品取引事故の損失に備えるため、商品取引所法第 221

条の規定に基づき計上しております。 

 

4． 営業収益の計上基準 

（1）受取委託手数料 

商品先物取引 ・・・・・・・・・ 委託者が商品取引所において取引を約定したときに計上

しております。 

（2）売買損益 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 反対売買により取引を決済したときに計上しております。ま

た、未決済建玉については時価による評価損益を計上し

ております。 

5. 消費税等の会計処理 ・・・・・・・・・・・ 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜き方式を採 

用しております。 

 

会計方針の変更 

１． たな卸資産 
当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7

月 5 日）を適用しております。  
これによる営業損失、経常損失及び税引前当期損失に与える影響はありません。 

 
２． リース取引に関する会計基準の適用  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号(平成 5 年

6 月 17 日(企業会計審議会第一部会)、平成 19 年 3 月 30 日改正)）及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準第 16 号（平成 6 年 1 月 18 日(日本公認会計士協会 会

計制度委員会)、平成 19 年 3 月 30 日改正））が適用されたことに伴い、通常の売買取引に係る

会計処理によっております。なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有

権移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理を採用しております。また、借主側の所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリー

ス資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を

採用しております。 
これによる営業損失、経常損失及び税引前当期損失に与える影響はありません。 

 

貸借対照表に関する注記 
 
１． 有形固定資産の減価償却累計額             42,179,184 円 
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２． 担保に供している資産及び担保に係る債務 
（1）担保に供している資産 

預 託 金                           31,000,000 円 ※ 
  ※ 法務局への供託金 16,000,000 円を含んでおります。 
 
（2）担保に係る債務 

委託者保護基金代位弁済保証額          30,000,000 円 
 
３． 取締役に対する金銭債権                  10,000,000 円 

 

株主資本等変動計算書に関する注記 

 
１． 当事業年度の末日における発行済株式の数         普通株式  1,500,000 株 

 
２． 当事業年度の末日における自己株式の数           該当事項はありません。 
 
３． 当事業年度中に行った剰余金の配当に関する事項 

   平成 20 年 6 月 26 日の第 52 期定時株主総会において、次のとおり決議しました。 
（1）配当金の総額                           15,000,000 円 
（2）配当の原資                                資本剰余金 
（3）１株当たり配当額                                10 円 
（4）基 準 日                         平成 20 年 3 月 31 日 
（5）効力発生日                        平成 20 年 6 月 27 日 
 

４． 当事業年度の末日における新株予約権に関する事項    該当事項はありません。 
 

リースにより使用する固定資産に関する注記 
 

貸借対照表に計上した固定資産のほか、電子計算機及び車両、事務用機器の一部については、

所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。 

 

１株当たり情報に関する注記 
 

（1）1 株当たりの純資産額               197 円 85 銭 
（2）1 株当たりの当期純損失              220 円 51 銭 
※ 1 株当たりの当期純損失の算定の基礎は、以下のとおりであります。 

損益計算書上の当期純損失          330,773,669 円  
普通株式に係る当期純損失           330,773,669 円 
普通株式の期中平均株式数            1,500,000 株 
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重要な後発事象に関する注記 
 
１． 訴訟事件の和解について 

当社は、商品取引に係る損害賠償請求訴訟等につきまして、決算日以降において次のとおり

和解しております。 
 

（1）和解の件数      3 件 
（2）和 解 日       平成 21 年 4 月 8 日、4 月 14 日及び 5 月 11 日 
（3）和解に伴う費用    47,050,000 円 
 

２． 行政処分について 
当社は、平成 21 年 4 月 24 日付けで、商品取引所法第 232 条及び第 236 条の規定に基づき

農林水産省および経済産業省から行政処分を通知されました。 
 
（1）処分を受けた日    平成 21 年 4 月 24 日 
（2）処分の期間および内容  
  ｱ. 平成 21 年 5 月 7 日から平成 21 年 5 月 8 日までの間、新たに商品取引受託業務を行う

行為の停止。ただし、取引の決済を決了させる場合は除かれます。 
ｲ. 平成 21 年 5 月 24 日までに、商品取引受託業務の改善措置を講じること。 

（3）処分の及ぼす影響  今後の損益への影響額を客観的に算出することは困難であります。 

 

その他の注記 
 
勘定科目に関する注記 

委託者先物取引差金・・・・  委託者の未決済取引を決済したと仮定して計算した委託者の売買損

相当額を、委託者に代わって取引所に立替払いした金額であります。

この金額は、すべての委託者の各商品取引所の商品ごとに差損益

金を合計して算出したものであります 
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⑥ 監査に関する事項 
 このディスクロージャー資料のうち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、

個別注記表については、会社法に基づき会計監査人の監査を受けております。 
 
⑦ 財務比率 
 

諸   項   目 比 率 

（ａ）純資産額規制比率 [純資産額／リスク額×100] 374.2％

（ｂ）純資産額資本金比率 [純資産額／資本金額×100] 135.1％

（ｃ）自己資本資本金比率 [自己資本／資本金額×100] 148.4％

（ｄ）自己資本比率 [自己資本／総資産額×100] 30.1％

（ｅ）修正自己資本比率 [自己資本／総資産額×100] 46.4％

（ｆ）負債比率  [負債合計額／純資産額×100] 250.1％

（ｇ）流動比率  [流動資産額／流動負債額×100] 123.6％

   比率は、小数点第 2 位を四捨五入しております。  
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